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　ミツバチの飼育には、原則、毎年県知事へ「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
　以下の通り必ずご提出ください。

・提出期間：１月１日～１月31日（土日、祝祭日、閉庁日を除く）
・提出先　：日高振興局農業水産振興課または日高町産業建設課
・お問い合わせ：日高振興局農業水産振興課（☎22・3311）

※ 他の町にお住まいの方でも、日高町で飼育されている場合は、日高町に
届出を提出してください。

※ 届出を怠った場合には、10万円以下の過料を支払わなければならない
場合があります。

　（参考）
　和歌山県庁畜産課ホームページ
　＜各種申請・届出手続きについて＞
　・蜜蜂飼育届について
　　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070400/mitubachishiikutodoke.html

セイヨウミツバチまたは
ニホンミツバチを飼育されている方へ
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　日高広域観光振興協議会では、今年度の新
規事業として、一年を振り返り話題となった
新しい観光ワードや注目された観光商品等
をテーマとして扱うセミナーを開催します。
　第１回目は民泊をテーマに取り上げ、関係
する法律の説明や民泊をはじめる為の要件
等、基礎的な知識を高めます。

■日時
　12月8日（土）　10:30 ～ 11:30（予定）
■場所
　日高振興局別館大会議室
　（御坊市湯川町財部651）
■お問い合わせ
　日高振興局企画産業課
　☎24・2911

　毎年12月10日から16日までの一週間は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められて
います。
　拉致問題など北朝鮮当局による人権侵害問
題は、社会全体で取り組むべき課題であり、警
察では拉致容疑事案の全容解明に向けて取り
組んでいます。
　また、これまで拉致被害者と
判断している方以外にも、北朝
鮮による拉致の可能性を排除
できない方が存在していると
の認識のもと、鋭意捜査・調査
を推進しております。
　今後とも皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。

◎お問い合わせ
　　御坊警察署警備課（☎23・0110）

時事観光セミナー第１回「民泊」12月10日〜 16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です


